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イラン - イスラエル - 停戦提案
中東での緊張の高まりは、ガザ、イラン、そして占領されたパレスチナ地域での暴力と苦しみ
によって特徴づけられ、平和の回復と正義の維持のための緊急の行動を求めています。このエ
ッセイでは、シーア派の法的概念であるダルーラ（必要性）、ニヤット・アル・ハイール（善
意）、およびアマナ（信頼性）を引用し、イランの緊張緩和の意図を反映することを目指した条
件を提示する、誠意を持って作成された停戦提案を紹介します。この提案に先立ち、明確さと
透明性を確保するために重要な説明を前置きする必要があります：

1. 私はイスラム共和国イランに所属しておらず、またその代理として行動する権限もありま
せん。

2. イランは現時点でイスラエルとの直接的または間接的な交渉を求めていないと公に述べて
います。

3. 必要性から、そして前述のシーア派の法的原則に導かれ、私はイランの表明した目標と地
域の平和と正義のより広範な追求に沿った条件を提案する誠意ある努力として、この停戦
提案を提示します。

このエッセイでは、紛争の根本原因に対処し、責任を促進し、公正な解決への道を開く具体的
な条件を詳細に示した包括的な停戦提案を概説します。

停戦提案
以下の条件は、即時の敵対行為の停止を達成し、持続的な平和のための枠組みを確立するため
に提案されます：

1. イランへの攻撃の停止：イスラエルは、イランの領土、インフラ、または人員を対象とし
たすべての軍事作戦（空爆、サイバー攻撃、秘密行動を含む）を即時に停止する必要があ
ります。これは緊張緩和の基本的な前提条件であり、継続的な攻撃は対話の可能性を損な
い、地域の不安定さを助長します。

2. ガザへの攻撃の停止：イスラエルは、ガザでのすべての軍事作戦（空爆、地上侵攻、人道
危機を悪化させる封鎖を含む）を停止する必要があります。ガザでの暴力の停止は、民間
人の苦しみを軽減し、人道支援と再建のための条件を作り出すために不可欠です。

3. 核軍縮と不拡散：イスラエルは核不拡散条約（NPT）に署名し、国際的な監督の下で核軍
縮に取り組む必要があります。イスラエルの核能力に関する透明性は、信頼の構築と地域
的な軍拡競争のリスクを軽減するために不可欠であり、これは世界の安全保障を脅かしま
す。

4. 国際刑事裁判所の管轄権の受け入れ：イスラエルはローマ規程に署名し、国際刑事裁判所
（ICC）の権限と管轄権を受け入れる必要があります。このステップは、戦争犯罪や国際



人道法違反の疑いに対する責任を確保し、正義の文化を育み、将来の残虐行為を抑止する
ために必要です。

5. 国連決議および国際司法裁判所の命令への完全な遵守：イスラエルは、占領されたパレス
チナ地域に関するすべての関連する国連決議および国際司法裁判所（ICJ）の命令を遵守
する必要があります。これには以下の具体的な行動が含まれます：

1. ガザ包囲の即時解除：イスラエルはガザへの封鎖を解除し、食料、医薬品、再建資
材を含む人道支援のための無制限のアクセスを許可する必要があります。継続中の
包囲は甚大な苦しみを引き起こしており、人道的な大惨事に対処するために終了す
る必要があります。

2. 違法な入植地の停止と撤退：イスラエルは占領されたパレスチナ地域でのすべての
入植活動を停止し、違法な入植地を撤退させる必要があります。これらの入植地は
国際法に違反し、実行可能なパレスチナ国家の可能性を阻害します。

3. 占領されたパレスチナ地域からの撤退：イスラエルは、国連決議に従い、占領され
たパレスチナ地域からその軍と行政の存在を撤退させ、パレスチナの自己決定と主
権を尊重する必要があります。

4. ジェノサイドの予防と処罰：イスラエルは、国際法で定義されるジェノサイドの扇
動とジェノサイド行為を予防し処罰するための具体的な措置を講じる必要がありま
す。これには、扇動的なレトリックに対処し、暴力の加害者に対する責任を確保す
ることが含まれます。

5. エルサレムの併合の撤回：イスラエルは、エルサレムの併合とその首都としての指
定を撤回し、国際法の下でのエルサレムの特別な地位であるコーパス・セパラトゥ
ムを認める必要があります。このステップは、エルサレムの独自の宗教的および文
化的重要性を保ち、その最終的な地位に関する交渉による解決を促進するために不
可欠です。

理論的根拠と背景
この提案は、ダルーラ、ニヤット・アル・ハイール、およびアマナの原則に根ざしており、こ
れらは必要性から行われる行動、善意、そして信頼の精神によって導かれます。これらのシー
ア派の法的概念の引用は、イランからの正式な権限がない場合でも、平和への道を提案する道
徳的義務を強調します。イスラエルのイラン、ガザ、占領されたパレスチナ地域に対する行動
に対処することで、この提案は地域の紛争の相互に関連した要因に取り組むことを目指しま
す。

イスラエルがNPTに署名し、核軍縮を追求するよう求めることは、イランの地域安全保障の不
均衡に関する長年の懸念を反映しています。同様に、ICCの管轄権と国連決議の遵守を求めるこ
とは、イランが紛争解決の基礎として繰り返し強調してきた国際法の維持と責任の確立を目指



しています。ガザと占領地域に特化した焦点は、イランのパレスチナの権利擁護とこれらの地
域でのイスラエルの政策に対する非難に一致しています。

課題と考慮事項
この提案は誠意を持って提供されていますが、その実施には重大な障害があります。イランが
イスラエルとの直接的または間接的な交渉を拒否することは、交渉プロセスを複雑にし、中立
的な国際的アクターによる第三者の仲介を必要とします。イスラエルの国連決議の遵守、NPT
への署名、またはICCの管轄権の受け入れに対する歴史的な抵抗は、これらの条件を強制するた
めの強力な国際的圧力の必要性をさらに強調します。さらに、エルサレムの地位に関するデリ
ケートな問題は、その国際化された地位を尊重しながら、競合する主張をバランスさせるため
の慎重な外交を必要とします。

これらの課題にもかかわらず、この提案は緊張緩和と正義のための包括的な枠組みを表してい
ます。それは人間の苦しみを軽減するための即時のステップ、国際法を維持するための長期的
なコミットメント、そして紛争の根本原因に対処するための構造的変化を求めています。

結論
ダルーラ、ニヤット・アル・ハイール、およびアマナの精神において、この停戦提案は、イス
ラエル、イラン、パレスチナ間の暴力を助長する核心的な問題に対処することで、平和への道
を提供します。イランとガザへの攻撃の終了、核軍縮、ICCの責任、国連決議の遵守を求めるこ
とで、この提案は公正かつ持続的な解決のための条件を作り出すことを目指しています。私は
イランに所属しておらず、権限も与えられていませんが、この努力はイランの意図と平和のよ
り広範な追求に沿った条件を明確にする誠意ある試みを反映しています。国際社会は今、対話
を促進し、責任を確保し、中東で正義と人道の原則が勝利することを確実にするために緊急に
行動する必要があります。


